
令和 4年（2022年）７月号　No.1 3 9 3 （ 4 ）広 報 か ま く ら

も
、
年
金
金
額
が
児
童
扶
養

手
当
金
額
を
下
回
る
場
合
に

は
、
手
当
金
額
を
上
限
に
併

給（
差
額
支
給
）で
き
ま
す
。

父
母
の
い
ず
れ
か
が
障
害
年

金
を
受
給
し
て
い
る
場
合

も
、
そ
の
配
偶
者
に
対
し
、

手
当
が
支
給
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す

手�

当
額
（
月
額
）
…
４
万
３
０

７
０
円
～
１
万
１
６
０
円
。

こ
の
額
に
、
第
二
子
は
１
万

１
７
０
円
～
５
０
９
０
円
、

第
三
子
以
降
は
１
人
に
つ
き

６
１
０
０
円
～
３
０
５
０
円

を
加
算
（
い
ず
れ
も
所
得
に

よ
り
異
な
る
）

支
給
月
…
奇
数
月

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　
対
象
は
、
重
度
・
中
度
の
精

神
・
知
的
・
身
体
の
い
ず
れ
か

の
障
害
が
あ
る
２０
歳
未
満
の
お

子
さ
ん
の
養
育
者
で
す
。

手�

当
額
（
月
額
）
…
重
度
障
害
児

＝
５
万
２
４
０
０
円
、
中
度
障

害
児
＝
３
万
４
９
０
０
円

支
給
月
…
４
月
・
８
月
・
11
月

▢問�

こ
ど
も
相
談
課
☎
61
局
３
８

９
７人

間

ド

ッ

ク

受
診
費
用
を
助
成

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
、
昭
和
２3
年
４
月
１
日
～

58
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人
の

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を
一
部

せ
ら
知
お

市役所の住所・
電話番号などは
12面で確認を

＊掲載している催しは、新型コロナウイルス対策のため予定が変更される場合があります。あらかじめご確認ください

そ
の
月
以
降
の
保
険
診
療
を
、

世
帯
の
所
得
に
応
じ
た
窓
口
負

担
限
度
額
内
で
精
算
で
き
ま
す
。

対
象
は
、
▼
7０
歳
未
満　
▼
7０

～
74
歳
で
非
課
税
世
帯　
▼
7０

～
74
歳
で
窓
口
負
担
が
３
割
で

市
民
税
課
税
標
準
額
が
６
９
０

万
円
未
満
、
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
人
で
す
。

　
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、
保

険
証
を
持
っ
て
、
保
険
年
金
課

（
本
庁
舎
１
階
）
か
支
所
へ
。

郵
送
可
（
申
請
書
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
入
手
）。
現
在
交

付
し
て
い
る
認
定
証
の
有
効
期

限
は
７
月
31
日
で
す
。
更
新
を

希
望
す
る
人
は
、
８
月
31
日
ま

で
に
申
請
を
。

【
③
第
２
期
の
納
期
限
】

　
８
月
１
日
（
月
）
で
す
。
コ

ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

口
座
振
替
の
人
は
、
前
日
ま
で

に
ご
準
備
を
。

▢問�

保
険
年
金
課
①
②
＝
☎
61
局

３
９
５
４
、
③
＝
☎
61
局
３

９
５
５

後
期
高
齢
者
医
療
保
険

【
①
新
し
い
保
険
証
を
送
付
】

　
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。
８

月
１
日
か
ら
は
、
新
し
い
保
険

証（
桃
色
）を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、医
療
費
の
窓
口
負
担
割

合
の
見
直
し
（
２
割
負
担
の
導

入
）
に
伴
い
、
新
し
い
保
険
証

の
有
効
期
限
は
９
月
3０
日
で

す
。
1０
月
か
ら
有
効
の
保
険
証

は
、９
月
に
改
め
て
送
付
し
ま
す
。

▢問�

専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎
61

局
３
８
４
６（
７
月
６
日
か
ら
）

【
②
令
和
４
年
度
の
保
険
料
額

が
決
定
】

　
保
険
料
額
決
定
通
知
書
は
、

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
今

年
１
月
１
日
時
点
で
本
市
に
住

民
登
録
の
な
い
人
と
、
６
月
上

旬
時
点
で
所
得
が
未
申
告
の
人

は
、
保
険
料
額
が
変
更
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
人

（
特
別
徴
収
）
…
対
象
は
、
▼

年
金（
老
齢
基
礎
年
金
、老
齢・

退
職
年
金
、
障
害
年
金
、
遺

族
年
金
）
の
受
給
額
が
年
額

18
万
円
以
上　
▼
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
と
介
護
保
険

料
の
合
計
額
が
年
金
受
給
額

２
分
の
１
以
下　
▼
介
護
保

険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

る
、
の
全
て
に
該
当
す
る
人

納
付
書
や
口
座
振
替
で
納
付
す

る
人（
普
通
徴
収
）…
対
象
は
、

特
別
徴
収
の
対
象
要
件
に
該

当
し
な
い
人
。
保
険
料
は
年

９
回
払
い
で
、
納
付
書
は
納

付
月
の
中
旬
に
送
付

※�

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、
延

滞
金
が
か
か
っ
た
り
、
医
療

の
制
限
を
受
け
た
り
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。ご
注
意
を
。

▢問�

保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
６
１

国

民

年

金

【
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
】

　
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
期

間
が
６
月
ま
で
で
、
７
月
以
降

も
希
望
す
る
人
は
、
改
め
て
申

請
が
必
要
で
す
。
郵
送
可
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
所
得
が
下

が
っ
た
場
合
は
、
特
例
措
置
と

し
て
免
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▢問�

保
険
年
金
課
☎
61
局
３
９
６
３

藤
沢
年
金
事
務
所
☎
０
４
６

６
・
5０
局
１
１
５
１

ひ
と
り
親
家
庭
や
障
害

児
の
養
育
者
に
手
当

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
中
程
度
以

上
の
障
害
の
あ
る
お
子
さ
ん
の

養
育
者
に
手
当
を
支
給
し
ま
す

（
所
得
制
限
あ
り
。
児
童
福
祉

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場

合
は
除
く
）。

【
児
童
扶
養
手
当
】

　
対
象
は
18
歳
以
下
（
※
１
）

で
、
▼
父
と
母
が
離
婚
し
て
い

る　
▼
父
か
母
が
死
亡
、
生
死

不
明
ま
た
は
精
神
か
身
体
に
重

度
の
障
害
が
あ
る
（
※
２
）　

▼
父
か
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
か
、
父
か
母
が
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る　
▼

父
か
母
が
、
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ

保
護
命
令
を
受
け
て
い
る　
▼

婚
姻
に
よ
ら
ず
生
ま
れ
た
、
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
お
子
さ

ん
の
養
育
者
で
す
。

※�

１
…
支
給
は
、満
18
歳
の
３
月

31
日
ま
で
。障
害
が
中
程
度
以

上
の
場
合
は
、２０
歳
未
満
ま
で

※�

２
…
遺
族
・
障
害
年
金
な
ど

や
遺
族
補
償
を
受
け
て
い
て

助
成
し
て
い
ま
す
。
助
成
額
は

上
限
９
４
８
４
円
（
診
療
報
酬

改
定
に
よ
り
増
額
）
で
す
。

　
助
成
を
受
け
る
場
合
は
、
国

保
特
定
健
診
を
受
診
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

▢問
保
険
年
金
課
☎
61
局
３
６
０
７

大
気
汚
染
情
報
を
提
供

　
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
や
Ｐ
Ｍ

２
・
５
（
微
小
粒
子
状
物
質
）

の
注
意
情
報
を
県
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
（
光

化
学
ス
モ
ッ
グ
＝
☎
０
５
０
・

５
３
０
６
・
２
６
８
７
、
Ｐ
Ｍ

２
・
５
＝
☎
０
５
０
・
５
３
０

６
・
２
６
８
６
）
で
提
供
し
て

い
ま
す
。
注
意
報
な
ど
の
発
令

時
は
、
屋
外
で
の
激
し
い
運
動

を
控
え
ま
し
ょ
う
。

▢問�

環
境
保
全
課
☎
61
局
３
４
２
０

自
然
保
護
奨
励
金
を
交
付

　
県
の
奨
励
金
を
交
付
し
ま

す
。
対
象
は
、
面
積
合
計
が
１

万
平
方
㍍
以
上
で
、　
▼
歴
史

的
風
土
保
存
区
域
、
近
郊
緑
地

保
全
区
域
、
特
別
緑
地
保
全
地

区
、そ
れ
以
外
の
風
致
地
区（
市

街
化
調
整
区
域
の
み
）の
山
林・

原
野
・
保
安
林　
▼
そ
れ
以
外

の
保
安
林
、
の
い
ず
れ
か
の
緑

地
を
所
有
し
、
昨
年
度
に
手
入

れ
を
し
た
人
で
す
。

コ
ン
ビ
ニ
の
証
明
書 

交
付
を
一
時
停
止

　
７
月
２０
日
（
水
）
は
、
シ
ス

テ
ム
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
の

た
め
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
の
各
種
証
明
書
の
取
得
・

戸
籍
の
利
用
登
録
申
請
サ
ー
ビ

ス
を
停
止
し
ま
す
。

▢問
市
民
課
☎
61
局
３
９
０
２

国
民
健
康
保
険

【
①
新
し
い
保
険
証
を
送
付
】

　
７
月
末
に
、
世
帯
主
へ
世
帯

全
員
分
を
送
付
し
ま
す
。
８
月

１
日
か
ら
は
、
新
し
い
保
険
証

を
お
使
い
く
だ
さ
い
。
7０
～
74

歳
の
人
は
、
医
療
機
関
で
窓
口

負
担
割
合
を
示
す
高
齢
受
給
者

証
を
兼
ね
ま
す
。

【
②
限
度
額
適
用
認
定
証
】

　
医
療
費
が
高
額
に
な
る
場

合
、
医
療
機
関
に
提
示
す
る
と

交�

付
額
（
年
額
）
…
１
万
平
方

㍍
当
た
り
８
千
円

▢申��

７
月
11
日
～
８
月
1２
日
に
、

都
市
景
観
課
（
☎
61
局
３
４

６
５
）
へ

樹
林
の
管
理
を
支
援

　
歴
史
的
風
土
保
存
区
域
、
特

別
緑
地
保
全
地
区
、
近
郊
緑
地

保
全
区
域
な
ど
に
あ
る
樹
林
の

管
理
を
支
援
す
る
た
め
、
要
件

を
満
た
し
た
樹
木
の
枝
払
い
な

ど
を
実
施
し
ま
す
。

　
今
年
度
の
対
象
は
、
長
谷
・

極
楽
寺
地
区
、
佐
助
・
御
成
地

区
で
す
。
対
象
地
区
内
に
山
林

な
ど
を
所
有
か
管
理
し
、
こ
の

支
援
を
希
望
す
る
人
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
。

▢申��

み
ど
り
公
園
課
☎
61
局
３
４

９
１Ｎ

Ｐ
Ｏ
セ
ン
タ
ー

ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施

　
市
内
で
市
民
活
動
を
し
て
い

る
人
な
ど
を
対
象
に
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
在
り
方
を

検
討
す
る
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
ま
す
。回
答
は
、

８
月
19
日
ま
で
に
ｅ-

ｋ
ａ
ｎ

ａ
ｇ
ａ
ｗ
ａ
電
子
申
請
で
。

▢問�

地
域
の
つ
な
が
り
課
地
域
の

つ
な
が
り
担
当

開設する課 日時 取り扱い業務など
市民課
☎61-3902

7/9・23
9：00～17：00

マイナンバー関連は16：00まで。
12：00～13：00は証明書の交付のみ

保険年金課
☎61-3607

7/9・23
9：00～12：00
13：00～17：00

国民健康保険の各種届け出・申請

7/23
9：00～12：00
13：00～16：00

国民健康保険料の納付・納付相談
※電話相談（☎61-3955)も受け付け

納税課
☎61-3915

7/23
9：00～16：00 市税の納付・納付相談

土曜日に窓口を開設します各種手続き・納付相談など

（注）混雑状況により、時間前に終了する場合があります

市議会  正・副議長などが決定
議会総務課議会総務担当

市議会６月定例会で、次のとおり決まりました。

【議長】
前川綾子

【副議長】
高野洋一

【監査委員】
岡田和則

委員会 委員長 副委員長
総務常任委員会 竹田ゆかり 岡田和則
教育福祉常任委員会 藤本あさこ 志田一宏
市民環境常任委員会 児玉文彦 久坂くにえ
建設常任委員会 出田正道 大石和久
議会運営委員会 池田実 武野裕子
議会広報委員会 井上三華子 くりはらえりこ

（敬称略）

　都道府県を単位とする「県選出」（定数４人）と、
全国を単位とする「比例」（定数５０人）で議員を選
びます。また、令和元年執行の参議院神奈川県選
出議員選挙の当選者が１人辞職したため、補欠選
挙も行います。投票資格のある人に、投票所入場
整理券を世帯ごとに送付しました。詳細は同封の
案内で確認を。選挙公報は 7 / 8 までに各家庭に配
布します。

選挙管理委員会事務局☎61-3874

市役所講堂（第３分庁舎）
大船行政センター

7 / 9（土）まで

腰越・深沢・玉縄行政センター 7 / ６（水）～ 9（土）

7 /10 ㊐は参議院議員選挙です

期日前投票もご利用を

納税課☎61-3911
第２期の納期限は、８ / 1（月）です

固定資産税・都市計画税、固定資産税（償却資産）




